
 

 

 

 

 

 

 

 

箱根町人事行政の運営等の状況について 
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１ 職員の任免及び職員数等に関する状況 

(1) 職員の総数 

 一般職の職員の条例上の定数と現在の職員数（各年4月1日現在） 

 令和5年 令和4年 増減 

条例上の職員定数 431 431 0 

職員数 382 381 1 

 うち女性 112 109 3 

(注) 1 一般職の職員とは、町長、副町長、教育長以外の職員をいい、その職種には、一般行政

職、単純労務職、消防職等があります。  

2 一般職の職員（常勤）の定数については、条例で定めることとされ、この数が職員数の

限度となります。 

 

(2) 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在） 

部門区分 
職 員 数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

令和5年 令和4年 

普 

通 

会 

計 

部 

門 

一 

般 

行 

政 

議 会 3 3 0  

総 務 68 68 0  

税 務 16 16 0  

民 生 59 56 3 団体支援業務の強化等 

衛 生 21 24 △3 
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種対策室

廃止、保健師の欠員 

労 働 0 0 0  

農林水産 2 2 0  

商 工 22 22 0  

土 木 20 20 0  

小 計 211 211 0  

教 育 34 34 0  

消 防 101 101 0  

小 計 346 346 0  

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

水 道 9 9 0  

下水道 11 10 △1 技術職（電気）の欠員 

国 保 8 8 0  

介護保険 5 5 0  

その他 3 3 0  

小 計 36 35 △1  

合   計 382 381 1  

(注) 1 職員数は、一般職の職員数です。ただし、臨時職員及び非常勤職員を除きます。 

2 普通会計とは、公営企業等会計以外の部門です。公営企業等会計とは、水道、下水道等

の部門です。 
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(3) 職務の級ごとの職員数（条例給料表適用者 令和5年4月1日現在） 

級 

級別基準職

務表に規定

する基準と

なる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

(人) (％) 職名 (人) 職名 (人) (人) (％) 
段

階 

1級 

定型的な業

務を行う職

務 

63 16.7 

主事補 22 消防士 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

193 51.2 

係
員
級 

技師補 9 

保育教諭 4 

保育士 1 

学芸員 2 

書記 1 

計 63 

2級 

知識や経験

を必要とす

る業務を行

う職務 

75 19.9 

主事 45 保育教諭 4 

技師 3 保育士 2 

学芸員 3   

栄養士 3 消防士長 3 

保健師 5 消防副士長 7 

計 75 

3級 主任の職務 55 14.6 

主任主事 29 主任 17 

主任技師 2   

主任学芸員 1   

主任保育教諭 3   

主任保育士 2   

書記 1   

計 55 

4級 主査の職務 54 14.3 

主査 32 主査（消防） 21 

54 14.3 

係
長
級 

書記 1   

計 54 

5級 係長の職務 56 14.9 

係長 31 係長（消防） 15 

98 26.0 

課
長
補
佐
級 

副主幹 3   

副技幹 3   

副園長 4   

計 56 

6級 

副課長又は

出張所長の

職務 

42 11.1 

副課長 14 課長（消防署） 2 

出張所長 4 副課長 3 

主幹 1 分署長 3 

技幹 2 副分署長 1 

所長 3   

館長 4   

園長 4   

指導主事 1   

計 42 

7級 課長の職務 26 6.9 

課長 15 次長 1 

26 6.9 

課
長
級 

管理官 1 署長 1 

専任課長 3 副署長 2 

所長 1   

事務局長 1   

園長 1   

計 26 

8級 部長の職務 6 1.6 

部長 4 消防長 1 

6 1.6 
部
長
級 

教育次長 1   

計 6 

合計 377 100.0        
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(4) 年齢別職員数の状況（令和5年4月1日現在） 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

R05構成比

5年前構成比

 

 

 

 

区分 
20歳 

未満 

20歳 

～  
23歳 

24歳 

～  
27歳 

28歳 

～  
31歳 

32歳 

～  
35歳 

36歳 

～  
39歳 

40歳 

～  
43歳 

44歳 
～  

47歳 

48歳 

～  
51歳 

52歳 

～  
55歳 

56歳 

～  
59歳 

60歳 

以上 
計 

R05人数(人) 2 34 37 31 50 31 28 32 52 48 30 7 382 

R05構成比(％) 0.5 8.9 9.7 8.1 13.1 8.1 7.3 8.4 13.6 12.6 7.9 1.8 100.0 

5年前人数(人) 1 21 34 45 27 27 42 56 40 32 36 6 367 

5年前構成比(％) 0.3 5.7 9.3 12.3 7.4 7.4 11.4 15.2 10.9 8.7 9.8 1.6 100.0 

 

(5) 部門別職員数の推移 

（単位：人・％） 

     年 度 

部門別 

H30

年度 

H31

年度 

R02

年度 

R03

年度 

R04

年度 

R05

年度 

過去5年間の 

増減数（率） 

一般行政 200 204 203 202 211 211 11 （   5.2％） 

教  育 38 36 36 36 34 34 △ 4 （△11.8％） 

消  防 93 93 98 100 101 101  8 （  7.9％） 

普通会計計 331 333 337 338 346 346 15 （  4.3％） 

公営企業等会計計 36 36 36 35 35 36 0 （  0.0％） 

総 合 計 367 369 373 373 381 382 15 （  3.9％） 
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(6) 採用者の状況 

ア 職種別・採用方法別職員数 

 令和5年4月1日 令和4年度 

試験採用 選考採用 計 試験採用 選考採用 計 

一般行政職(事務) 8(5) 1(0) 9(5) 6(0) － 6(0) 

一般行政職(電気) 1(0) － 1(0) 1(0) － 1(0) 

一般行政職(建築) 1(0) － 1(0) 1(0) － 1(0) 

一般行政職(土木) 2(1) － 2(1) 1(0) － 1(0) 

保健師 － － － 1(0) － 1(0) 

栄養士 － － － － － － 

保育士・幼稚園教諭 4(4) － 4(4) 3(3) － 3(3) 

学芸員 － － － 3(0) － 3(0) 

消防士 2(0) － 2(0) 6(2) － 6(2) 

計 18(10) － 19(10) 22(5) － 22(5) 

(注) （ ）は女性の採用者数（内数）です。 

 

イ 採用試験の実施状況 

①令和4年4月17日実施 

職種 受験者 第1次合格者 第2次合格者 倍率 

一般行政職(建築) 1( 0) 1( 0) 1( 0) 1.0 

一般行政職(機械) 2( 0) 2( 0) 2( 0) 1.0 

計 3( 0) 3( 0) 3( 0)  

(注) 各職種の（ ）は、女性の人数であり、内数です。 

 

②令和4年9月18日実施 

職種 受験者 第1次合格者 第2次合格者 倍率 

一般行政職(事務) 29( 9) 20( 8) 6( 3) 4.8 

一般行政職(土木・電気

・機械) 
3( 0) 3( 0) 2( 0) 1.5 

保育士・幼稚園教諭 1( 1) 1( 1) 1( 1) 1.0 

消防士 14( 0) 

) 
10( 0) 4( 0) 3.5 

計 47(10) 34( 9) 13( 4)  

(注) 各職種の（ ）は、女性の人数であり、内数です。 

 

③令和5年1月15日実施 

職種 受験者 合格者 倍率 

一般行政職(土木) 2( 1) 1( 1) 2.0 

計 2( 1) 1( 1)  

(注) 各職種の（ ）は、女性の人数であり、内数です。 
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④令和5年2月12日実施 

職種 受験者 第1次合格者 第2次合格者 倍率 

一般行政職(事務) 21( 4) 12( 3) 5( 3) 4.2 

一般行政職(建築) 1( 0) 1( 0) 1( 0) 1.0 

保育士・幼稚園教諭 3( 3) 3( 3) 3( 3) 1.0 

計 25( 7) 16( 6) 9( 6)  

(注) 各職種の（ ）は、女性の人数であり、内数です。 

 

(7) 退職者の状況 

退職は、次の事由ごとに区分されます。 

 ア 定年退職：60歳に達したことによる退職 

  イ 勧奨退職：人事管理上の目的から職員に退職勧奨を行い、これに応じた退職（一定の条

件を満たす退職で、任命権者が勧奨退職と認めるものを含む。） 

  ウ 自己都合退職：本人の都合による退職 

  エ その他の退職：死亡による退職等 

区 分 

令和4年度(人) 令和3年度(人) 

定年 勧奨 
自己

都合 

その

他 
計 定年 勧奨 

自己

都合 

その

他 
計 

一般行政職 1 3 12 0 16 6 1 6 0 13 

単純労務職 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

消 防 職 1 0 1 0 2 5 0 1 0 6 

計 2 3 13 0 18 11 1 7 0 19 

 

(8) 再任用の状況 

再任用とは、地方公務員法に基づき、定年退職者を従前の勤務実績等に基づく選考により、再

び採用する制度です。なお、再任用職員には職員と同様の時間を勤務する常時勤務職員と、それ

よりも短い時間を勤務する短時間勤務職員があります。 

(各年4月1日現在) 

区 分 
令和5年（人） 令和4年（人） 

常時勤務職員 短時間勤務職員 常時勤務職員 短時間勤務職員 

一般行政職 7 3 9 2 

消防職 0 3 0 4 

単純労務職 0 0 0 0 

計 7 6 9 6 

 

(9) 身体障害者及び知的障害者の任用状況（障害者雇用率）（各年6月1日現在） 

法定雇用率 法定雇用必要数 
令和5年 令和4年 

雇用率 雇用人数 雇用率 雇用人数 

2.60％ 9名 1.85％ 7名 1.83％ 7名 
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２ 職員の人事評価の状況 

(1) 人事評価制度の概要 

 人事評価は、職員の能力、業績についてそれぞれ5段階で評価します。 

ア 「能力評価」 

職員の発揮した能力や職務への取組姿勢・態度等を客観的事実に基づいて評価します。 

評価項目は、職務の級に応じて次のとおりとなっています。 

職務の級 評価項目 

8，7，6級 倫理、構想、判断、説明・調整、業務運営、組織統率・人材育成 

5，4級 倫理、課題対応、協調性、説明、業務遂行 

3，2，1級 倫理、知識・技術、コミュニケーション、業務遂行 

単純労務職 倫理、知識・技術、コミュニケーション、業務遂行 

 

イ 「業績評価」 

「目標管理型」の評価方法により、年度当初に設定した重点目標・業務に対する難易度・達成

度等に基づいて評価します。 

(2) 評価結果の活用 

ア 業績評価の結果を翌年度の勤勉手当の成績率として反映させます。 

区分 5 4 3 2 1 

増減 0.2月 0.1月 - △0.1月 △0.2月 

 

イ 人事評価（能力評価・業績評価）を参考に職員の勤務成績を総合的に判断して昇給区分を決

定します。 

昇給区分 年齢 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

昇給の号給 
55歳以下 8号給以上 6号給 4号給 2号給 - 

56歳以上 4号給以上 3号給 2号給 1号給 - 

※ 単純労務職については、年齢区分が58歳以上の者が下段に該当します。 
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３ 職員の給与の状況 

(1) 人件費の状況（普通会計決算） 

 人件費とは、職員に支給される給与、特別職に支給される給料・報酬等のほか、職員が加入し

ている各共済組合に事業主として支払う負担金等を合計したものです。 

区分 
住民基本台帳 

人口（年度末） 

歳出額 A 

 

実質収支 

 

人件費 B 

 

人件費率 

B/A 

令和4年度 
人 

10,887 

千円 

11,183,738 

千円 

360,212 

千円 

3,151,533 

％ 

28.2 

令和3年度 10,958 11,294,293 428,159 3,089,306 27.4 

(注) 普通会計とは、地方公共団体の財政を比較する場合などに用いられる会計区分で、本町の

普通会計は、一般会計とほぼ同じ内容を含んでいます。 

 

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

職員給与費とは職員に支給する給与の総額をいいます。             

区分 
職員数
A 

給与費 1人あたり
B/A 給料 職員手当 期末勤勉手当 計 B 

令和4年度 
人 

347 

千円 

1,305,220 

千円 

292,341 

千円 

497,940 

千円 

2,095,501 

千円 

6,038 

令和3年度 341 1,310,131 291,859 522,261 2,124,251 6,229 

(注) 職員手当には、退職手当を含みません。 

 

(3) ラスパイレス指数の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ラスパイレス指数は、国家公務員の給与水準を「100」とした場合の給与水準を示す指数で

す。 

1 0 0 .1  

1 0 0 .9  

1 0 0 .2  
9 8 .8  

9 7 .9  

9 0 .0

9 5 .0

1 0 0. 0

1 0 5. 0

H 3 0 .4 .1 H 3 1 .4 .1 R 2 .4 .1 R 3 .4 .1 R 4 .4 .1
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(4) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（各年4月1日現在） 

①一般行政職 

年 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

令和5年 
歳 

41.5 

円 

310,700 

円 

377,693 

令和4年 41.8 310,800 371,231 

 

②単純労務職 

 平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 

全職種 
歳 

55.3 

人 

5 

円 

302,400 

円 

335,640 

内
訳 

清掃 

職員 
55.6 3 309,500 359,450 

用務員 54.9 2 291,800 219,766 

 

③教育職   

年 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

令和5年 
歳 

51.0 

円 

383,500 

円 

426,050 

令和4年 50.0 386,750 421,875 

(注) 1 「平均給料月額」とは、各年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 

2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時

間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査

において明らかにされているものです。 

 

(5) 職員の初任給の状況（令和5年4月1日現在） 

区   分 箱根町 国（一般職） 

一般行政職 
大学卒 185,200円 185,200円 

高校卒 154,600円 154,600円 

単純労務職 
高校卒 147,700円 － 

中学卒 136,200円 － 

教育職（幼稚園） 短大卒 180,300円 － 

 

(6) 一般行政職給料表の状況（令和5年4月1日現在） 

（単位：円） 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

1号給の給料月額 150,100 185,200 234,400 266,000 290,700 319,200 362,900 408,100 

最高号給の給料月額 247,600 301,900 350,000 381,000 404,700 426,700 444,900 468,600 
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(7) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和5年4月1日現在） 

区   分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年 

一般行政職 
大学卒 249,200円 353,400円 387,400円 390,600円 

高校卒 227,800円 306,100円 345,900円 378,700円 

単純労務職 
高校卒 202,400円 256,200円 277,900円 302,500円 

中学卒 185,400円 244,300円 267,600円 284,000円 

教育職（幼稚園） 短大卒 251,800円 333,400円 362,100円 385,500円 

(注) 該当者がいない場合は、標準昇給例を記載してあります。 

 

(8) 一般行政職の級別職員数の状況（令和5年4月1日現在） 

級 主な職名 職員数 
令和5年 

の構成比 

1年前の 

構成比 

5年前の 

構成比 

８級 部長 5人 2.6％ 2.7％ 2.8％ 

７級 課長・専任課長 19人 10.0％ 10.2％ 9.8％ 

６級 副課長・主幹・技幹 24人 12.6％ 12.8％ 13.7％ 

５級 係長・副主幹・副技幹 29人 15.3％ 15.5％ 21.3％ 

４級 主査 17人 8.9％ 8.0％ 8.2％ 

３級 主任主事・主任技師 26人 13.7％ 16.6％ 10.9％ 

２級 主事・技師 44人 23.2％ 24.6％ 23.5％ 

１級 主事補・技師補 26人 13.7％ 9.6％ 9.8％ 

計 190人 100.0％ 100％ 100.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 高齢層職員の昇給抑制制度の概要 

高齢層職員の昇給抑制制度とは、民間企業との均衡を図るため、一定年齢以上の職員について

、昇給幅を通常の半分に抑制する制度です。 

区分 
昇給抑制年齢 該当職員数（箱根町） 

箱根町 令和5年度 令和4年度 

一般行政職 55歳を超える職員 17人 17人 

技能労務職 57歳を超える職員 0人 0人 

1級

13.7%
1級

9.6%

1級

9.8%

2級
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(10) 職員の手当の状況 

職員に支給される手当には、次のようなものがあります。 

○ 期末手当・勤勉手当：民間企業のボーナス等に相当する手当 

○ 退職手当：退職した時に支給される一時金 

○ 地域手当：地域における民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して支給される手当 

○ 特殊勤務手当：危険、困難、不健康な業務等に従事したときに支給される手当 

○ 時間外勤務手当：正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給される手当 

○ その他の手当：扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当等 

 

①期末手当・勤勉手当 

箱根町 国 

1人当たり平均支給額(令和4年度) 
― 

1,387千円  

(令和4年度支給割合) (令和4年度支給割合) 

期末手当    勤勉手当 期末手当    勤勉手当 

2.40 月分   2.00 月分 2.40 月分   2.00 月分 

(1.35)月分  (0.95)月分 (1.35)月分  (0.95)月分 

(加算措置の状況) 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算  5～20％ 

・管理職加算 10～20％ 

(加算措置の状況) 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算  5～20％ 

・管理職加算 10～25％ 

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

②退職手当（令和4年4月1日現在） 

区 分 
箱根町の支給率 国の支給率 

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 19.6695月分 24.586875月分 

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 28.0395月分 33.27075月分 

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 39.7575月分 47.709月分 

最高限度額 47.709月分 47.709月分 47.709月分 47.709月分 

その他の加算措置 

定年前早期退職者に対する特例

措置(2～20％) 

退職前60月額における区分(級)

に応じた加算(0～65,000円/月) 

定年前早期退職者に対する特例措

置(3～45％) 

退職前60月額における区分(級)に

応じた加算(0～95,400円/月) 

1人当たりの平均支給

額 
1,448千円 22,481千円  

(注) 1人当たり平均支給額は、令和4年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

③地域手当（令和5年4月1日現在） 

支給実績（令和4年度決算） - 

支給職員1人当たりの平均支給年額（令和4年度決算） - 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

箱根町全域 0%  - 0%  
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平成25年4月1日から支給は廃止されています。 

④特殊勤務手当（令和5年4月1日現在） 

支給実績（令和4年度決算） 3,452千円    

支給職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 32,566円    

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成30年度） 27.8％    

手当の種類（手当数） 9種類    

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価 

徴収手当 町税等徴収従事職員 徴収事務等 日額    300円 

感染症防疫作業手当 従事した職員 感染症患者の救護等 日額    500円 

行旅死亡人処理作業

手当 
従事した職員 行旅死亡人処理作業 １件  1,000円 

動物死体処理作業手

当 
従事した職員 動物の死体処理作業 １件    500円 

動物捕獲等作業手当 従事した職員 猿の捕獲等作業 １件 5,000円 

有害物取扱手当 従事した職員 危険薬品取扱作業等 日額   100円 

清掃作業手当 従事した業務員 じんかい処理作業等 日額    400円 

電気主任技師手当 従事した有資格職員 電気主任業務 日額  250円 

救急特定業務手当 従事した有資格職員 救急救命措置 １回  300円 

消防手当 消防吏員 消防及び救急業務 

5･4級 2,000円 

3･2級 1.500円 

  1級 1,000円 

 

⑤時間外勤務手当 

支給実績（令和4年度決算） 111,648千円  

職員1人当たり平均支給年額（令和4年度決算） 410,472円  

支給実績（令和3年度決算） 95,444千円  

職員1人当たり平均支給年額（令和3年度決算） 350,900円  

 

⑥その他の手当（令和5年4月1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

国の

制度

との

異同 

国の制度と

異なる内容 

令和4年度決算 

支給額 

（千円） 

平均支給 

年額（円） 

扶養 

手当 

配偶者 6,500円 

配偶者以外の1人目 6,500円 

満16歳の年度初めから満22歳の年

度末までの子 5,000円加算 

同 ― 32,285千円 250,271円 

住居 

手当 

借家・借間（上限額） 27,000円 

町内居住者 10,000円加算 
異 

町内居住者 

加算 
29,902千円 311,479円 

通勤 

手当 

交通機関利用者 55,000円 

（１月あたりの上限額） 

交通用具使用者（片道2km以上） 

同 ― 51,711千円 168,992円 
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2,000円～31,600円 

管理職 

手当 

管理職の職務に応じて支給（定額） 

40,300円～81,000円 
異 

46,300円～ 

139,300円 
42,190千円 620,452円 

 

(11) 特別職の報酬等の状況（令和4年4月1日現在） 

区分 給  料  月  額  等 

給 

料 

 支給額 （参考）類似団体等における最高/最低額 

町   長 855,000円 855,000円／513,100円 

副 町 長 680,000円 850,000円／476,000円 

教 育 長 630,000円 660,000円／462,000円 

報 

酬 

議   長 408,000円 408,000円／218,000円 

副 議 長 328,000円 340,000円／174,000円 

議   員 306,000円 320,000円／156,000円 

期 

末 

手 

当 

町   長 

令和4年度支給割合 4.40月分 副 町 長 

教 育 長 

議   長 

令和4年度支給割合 4.40月分 副 議 長 

議   員 

退
職
手
当 

 （ 算 定 方 式 ） （1期の手当額） （支給時期） 

町   長 給料月額×在職月数×37.5/100 15,390,000円 離職又は任期満了時 

副 町 長 給料月額×在職月数×25.0/100 8,160,000円 離職又は任期満了時 

教 育 長 給料月額×在職月数×25.0/100 7,560,000円 離職又は任期満了時 

(注) 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝

48月）勤めた場合における退職手当の見込み額です。 

 

(12) 給与改定の状況 

町職員の給与は、地方公務員法に基づき、国家公務員や他の市町村の職員の給与、民間企業従

業員の給与、生計費等を考慮して、町の条例で定めることになっています。 

平成30年度は、次のとおり改定しました。 

①月例給  
 

  給与改定率 （参考）国の改定率 

令和4年度 平均 0.3％  平均 0.3％ 

   

②特別給   

  年間支給月給  （参考）国の年間支給月数 

令和4年度 4.40月  4.40月 

 

(13) 給与制度の総合的見直しについて 

 国の実施した給与制度の総合的見直しによる平均2％引き下げた給料表と同一水準の給料表に

改正しています。 
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４ 職員の勤務時間その他勤務条件の状況 

(1) 勤務時間、休憩時間の概要（令和4年4月1日現在） 

職員の勤務時間は、交替制勤務の職員等を除き、午前8時30分から午後5時15分までの1日7時間

45分、週38時間45分です。なお、休憩時間は60分です。 

   8:30                   12:00        13:00                    17:15 

 

  

 

 

(2) 職員の年次休暇の概要と取得状況 

労働基準法及び箱根町職員の勤務時間、休暇等に関する条例に基づき、原則として1年につき

20日の有給休暇が与えられます。（各年4月1日から3月31日） 

令和4年度の平均取得日数 令和3年度の平均取得日数 

10.3日 11.1日 

 

(3) 特別休暇の概要と取得状況 

年次休暇以外に、次の事由に該当する場合は、特別休暇を取得することができます。 

種類（具体的な内容） 付与日数 
取得者数 

令和4年 令和3年 

選挙権その他公民としての権利の行使 

必要と認める期間 

 0  0 

証人等として官公庁への出頭  0  0 

骨髄液の提供に伴う検査・入院等  0  0 

社会貢献活動（ボランティア休暇） 
5日以内 

 0  0 

結婚休暇 2 3 

産前・産後休暇（分べん予定日以前6週間目（

多胎妊娠にあっては14週間目）から分べんの

日後8週間目までの期間内） 

必要と認める期間 4  3  

生後満1年に達しない子の保育 1日2回、1回30分以内  0  0 

妊娠中又は出産後１年以内である女子職員の

保健指導又は健康診査 
必要と認める時間 3 4 

妻の出産に伴う休暇 3日以内 9 2 

妻の出産に伴う育児参加のための休暇 
5日以内 

0 0 

子の看護の休暇 23 21 

親族の死亡 1～10日以内 57 43 

父母又は配偶者の法要 1日 5 1 

夏季休暇（7月～9月の間） 5日以内 369 371 

永年勤続休暇 3～5日 26 17 

地震等の災害による職員の現住居の滅失等 

必要と認める期間 

  0   0 

地震等の災害等による出勤困難 0  0 

地震等の災害等における退勤途上の危険回避   0   0 

感染症等による交通の制限等 218 184 

女子職員の生理に伴う休暇 2日以内 5 4 

 

 

休憩時間 
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(4) 介護休暇の概要と取得状況 

職員が、要介護状態にある家族を介護するための休暇制度であり、連続する6月の期間内にお

いて必要と認められる期間、取得することができます。介護休暇は、1日単位又は時間単位で取

得することができます。 

（各年4月1日から3月31日） 

取得者数 

令和4年度 令和3年度 

0 0 

 

(5) 病気休暇の概要と取得状況 

職員が負傷又は疾病のために勤務できない場合の休暇制度であり、医師の診断書等に基づき、

療養のために必要最小限の期間、取得することができます。 

（各年4月1日から3月31日） 

取得者数 

令和4年度 令和3年度 

18 16 

 

(6) 修学部分休業の概要と取得状況 

職員が大学等で修学するための休業制度であり、週20時間まで取得することができます。 

取得者数 

令和4年度 令和3年度 

0 0 

 

(7) 高齢者部分休業の概要と取得状況 

定年を控えた職員が、社会貢献活動（ボランティア）等を行なうための休業制度であり、定年

前の5年間、週20時間まで取得することができます。 

取得者数 

令和4年度 令和3年度 

0 0 
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(8) 安全衛生管理体制の整備状況 

職員の安全衛生管理については、労働基準法及び箱根町職員安全衛生管理規程に基づき整備す

るとともに、管理体制の充実・推進を図っています。 

（令和5年4月1日現在） 

組織など 説明 設置事業場数 

総括安全衛生

管理者 

安全衛生管理者及び衛生管理者の指揮や、労働者の危険また

は健康障害を防止するための措置等の事業場の安全衛生に

関する業務の統括管理を行う者 

0 

安全管理者 

総括安全衛生管理者の指揮のもとに、職場の設備や作業方法

などに危険がある場合における応急措置など、安全に係る技

術的事項を管理する者 

0 

衛生管理者 

総括安全衛生管理者の指揮のもとに、健康に異常のある者の

発見・措置や作業環境の衛生上の調査など、衛生に係る技術

的事項を管理する者 

2 

安全衛生推 

進者等 

安全管理者及び衛生管理者の選任が義務付けられていない

事業場において、施設・設備などの点検、使用状況の監視な

どを行う者 

13 

産業医 

健康診断を実施するなど労働者の健康管理などにあたると

ともに、事業者または総括安全衛生管理者を指導助言するな

ど、専門家として活動する医師 

2 

衛生委員会 

労働者の健康障害を防止するための基本対策などで衛生に

関する重要事項について調査審議するため設置される委員

会 

2 

安全委員会 
労働者の危険を防止するための基本対策などで安全に関す

る重要事項について調査審議するため設置される委員会 
0 
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５ 職員の休業の状況 

(1) 自己啓発休業の概要と取得状況 

職員が大学等課程の履修又は国際貢献活動を行うための休業制度であり、大学等課程の履修の

ための休業にあっては2年間、国際貢献活動のための休業にあっては3年間取得することができま

す。 

取得者数 

令和4年度 令和3年度 

0 0 

 

(2) 配偶者同行休業の概要 

職員が、配偶者の外国での勤務等に同行するための休業制度であり、3年間取得することがで

きます。 

取得者数 

令和4年度 令和3年度 

0 0 

 

(3) 育児休業等の概要と取得状況 

職員が育児をするための休業制度として、育児休業、部分休業、育児短時間勤務があり、育児

休業は子どもが3歳になるまで、部分休業と育児短時間勤務は子どもが就学する前まで取得する

ことができます。育児休業は1日単位、部分休業は時間単位で、育児短時間勤務はいくつかの勤

務パターン（週3日勤務など）から選択して取得することができます。 

 
取得者数 

令和4年度 令和3年度 

育児休業 12（3） 5（0） 

部分休業 10（0）  12（0） 

育児短時間勤務 0（0）    0（0） 

(注) （ ）内は、男性の取得者数であり内数です。 

 

(2) 大学院修学休業の概要と取得状況 

定年を控えた職員が、社会貢献活動（ボランティア）等を行なうための休業制度であり、定年

前の5年間、週20時間まで取得することができます。 

取得者数 

令和4年度 令和3年度 

0 0 
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６ 職員の分限処分及び懲戒処分の状況 

職員は、地方公務員法に基づき職員としての身分を保障されていますが、一定の事由があれば

、分限処分や懲戒処分により職を失ったり、給料を減額されたりします。 

分限処分は、公務の能率の維持のために行う処分であり、懲戒処分は、公務員としてふさわし

くない非行があった場合に、規律の保持と公務員秩序を維持するために行う処分です。 

 

(1) 分限処分の状況                           （令和4年度） 

処分事由 降任 免職 休職 降給 

勤務実績が良くない場合 0（0） 0（0） － 0（0） 

心身の故障のため、職務の遂行に支障があり

、またはこれに堪えない場合 
0（0） 0（0） 18（24） 0（0） 

職に必要な適格性を欠く場合 0（0） 0（0） － 0（0） 

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、

過員を生じた場合 
0（0） 0（0） － 0（0） 

刑事事件に関し起訴された場合 － － 0（0） － 

計 0（0） 0（0） 18（24） 0（0） 

(注) （ ）内は、令和3年度の状況です。 

 

(2) 懲戒処分の状況                           （令和4年度） 

処分事由 免職 停職 減給 戒告 

諸給与の不正領得 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

受験採用の際の虚偽行為 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

職務命令違反 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

信用失墜行為 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

守秘義務違反 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

職務専念義務違反 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

政治的行為違反 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

争議行為 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

営利企業等従事制限違反 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

欠勤・遅刻・早退・勤務態度の不良等 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

公職選挙法違反 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

職場内秩序びん乱 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 

傷害・暴行の刑法違反 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

金銭・異性関係等の非行 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

収賄 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

横領 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

道路交通法違反 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

管理監督者責任 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

その他（              ） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 

計 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 

(注) （ ）内は、令和3年度の状況です。
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７ 職員の服務の状況 

(1) 服務に関する基本原則の概要 

基本原則 概要 

職務専念義務 
職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務遂行しなければい

けません。 

信用失墜行為の禁止 
職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為をしたり

してはいけません。 

営利企業への従事制

限等 

営利企業に従事すること等は制限されており、従事する場合等には許

可を受けなければなりません。 

争議行為等の禁止 職員は争議行為等が禁止されています。 

守秘義務 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。 

政治的行為の制限 
職員は政党その他の政治的団体の結成等に関与する等の政治的行為が

禁止されています。 

 

(2) 職務専念義務免除制度の概要と免除の状況 

職務専念義務は、次のような一定の事由がある場合に限り免除されます。 

免除の種類 
承認者数 

令和4年度 令和3年度 

厚生事業（人間ドック）等 160 179 

その他（交通指導隊の活動、研修等） 233 361 

計 393 540 

 

(3) 営利企業への従事等許可制度の概要と許可の状況 

職員は、許可を受ければ、営利企業に従事すること等ができます。 

許可した内容 
許可件数 

令和4年度 令和3年度 

交通指導隊 28 28 

その他（統計調査等） 10 9 

計 28 37 

 

８ 職員の退職管理の状況 

(1) 外郭団体等への管理職の再就職の状況（令和4年度退職者） 

再就職先 

他の地

方公共

団  体 

特定地方

独立行政

法    人 

外郭団体 
非営利

団  体 
営利団体 

不  明 

その他 
合計 

再就職者数（人） 0 0 0 1 1 0 2 

(注) 外郭団体とは、箱根町が資本金又は基本金等の25％以上を出資している法人をいいます。 

再就職先名称 

・ 一般財団法人 小田原事業協会 

・ 三和建設株式会社 
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９ 職員の研修の状況 

(1) 人材育成基本方針の概要 

組織の活力を高め、長期的かつ総合的な観点から職員の能力開発を効果的に推進するため、人

材育成の目的・方策などを明確にした「人材育成に関する基本方針」を策定しました。（平成22

年2月） 

この基本方針の構成は次のとおりです。 

第１章 人材育成の基本的な考え方  

① 策定の目的 

② 人材育成の重要性 

③ 箱根町の目指す組織像 

第２章 職員としての要件 

① 目指すべき職員像 

② 職員に求められる能力 

③ 職制別に求められる職員像 

第３章 人材育成の方策 

① 研修 

② 人事管理 

第４章 人材育成の推進 

① 推進体制 

② 役割分担 

③ 検証・見直し 

 

(2) 研修方針・体系の概要と実施状況 

ア 研修方針・体系の概要 

職員研修には次のようなものがあり、適切に職員の能力開発が行われるよう、これらを組み合

わせて、研修を実施しています。 

○ 職場研修（OJTの推進） 

○ 職場外研修（集合研修・派遣研修、OFFJT） 

○ 自己啓発（通信研修等） 

 

イ 職場外研修の実施状況 

○ 集合研修（庁内研修） 

知識・技術・態度を、体系的・集中的に学習し、自己啓発や職場研修では学習できない他分

野の人との討議等を行なうため、次のような集合研修を行っています。 

研修名 
受講者数等 

令和4年度 令和3年度 

新採用職員研修 18 14 

セクハラ防止研修 － － 

不祥事防止研修 － － 

技術職員研修 13 7 

その他の研修（職員によるプレゼンテーショ

ン、メンター制度等） 
102 16 
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○ 派遣研修 

高度で専門的な知識や、より広い視野を身につけるとともに、人的なネットワークを構築す

るため、次のような研修機関等に派遣しています。 

団体名 
派遣者数 

令和4年度 令和3年度 

市町村アカデミー・国際文化アカデミー 1 0  

神奈川県市町村研修センター 37 11 

県西部広域行政協議会 58 28 

民間企業、その他の団体 0 0 

計 96 39 

 

ウ 自己啓発研修の体系と実施状況（令和4年度） 

○ 外部教育機関の受講助成（通信教育）  0名 

○ 自主研究活動助成  0件 

 

１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1) 共済組合の短期給付の概要 

町の職員（常勤）は、神奈川県市町村職員共済組合に加入して、短期給付を受けることができ

ます（小・中学校、幼稚園の職員は、公立学校共済組合に加入しています。）。 

神奈川県市町村職員共済組合は、常時勤務する職員を組合員として組織される団体であり、職

員からの掛金と地方公共団体からの負担金などにより運営されています。 

法定給付 

保健給付 療養費、高額療養費、出産費、埋葬料などの給付 

休業給付 育児休業手当、傷病手当金などの給付 

災害給付 災害見舞金、弔慰金の給付 

法定外給付 附加給付 入院附加金、出産費附加金などの給付 

 

(2) 共済組合の福祉事業の概要 

共済組合は、福祉事業として、職員（組合員）の健康保持・疾病予防事業などの保健・保養及

び教養に資する事業、住宅貸付などの貸付事業、貯金事業、物資の斡旋事業など職員の福祉のた

めの事業を行っています。 

保健事業 
人間ドックなどの補助、在宅介護助成、委託保養所等の利用助成券の配布

など 

貸付事業 普通貸付、住宅貸付、災害貸付、医療貸付、入学貸付等 

貯金事業 給料から天引きによる貯金 

物資事業 自動車や家庭生活物品等の斡旋事業 

 

(3) 長期給付（年金） 

 平成27年10月に厚生年金に一元化されました。 
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(4) 公務（通勤）災害補償の概要と実施状況 

職員が、仕事中又は通勤途中に災害（負傷、疾病、死亡等）を被った場合は、地方公務員災害

補償基金から一定の補償がなされます。 

区分 
令和4年度 令和3年度 

傷病 死亡 傷病 死亡 

公務災害 
新規認定件数 3 0 2 0 

補償件数 3 1 2 1 

通勤災害 
新規認定件数 0 0 2 0 

補償件数 0 0 2 0 

 

(5) 職員の健康診断等の概要 

労働安全衛生法に基づき、職員の定期健康診断、ストレスチェックを年１回実施しており、職

員の健康に配慮しています。また、適正な執務環境に向けて執務環境の状況をチェックし、改善

に取り組んでいます。 

 

(6) メンタルヘルスへの対応状況 

メンタルヘルスについての講演会や研修を随時開催しています。なお、メンタルヘルスに対し

ては、一次的には所属長が対応することとしていますが、総務防災課においても、職員からの相

談を随時受け付けております。また、委託により外部相談窓口を設置し職員に周知しています。 

 

(7) ハラスメントへの対応状況 

ハラスメントに対しては、総務防災課長が職員からの相談窓口となり、随時相談に応じていま

す。なお、相談を受けた場合は、必要に応じて所属長等と連携を図り、対応することとしていま

す。 

 

(8) その他厚生制度の概要 

地方公務員法第42条には、「職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹

立し、これを実施しなければならない」と定められております。町では、人間ドック自己負担金

の一部助成等を行なっています。 

また職員の互助共済及び福利厚生を増進するために設置されている職員親和会は、職種等に応

じて、一般行政職等が加入する職員親和会、消防職員親和会の2つがあり、ともに職員からの会

費等をもとに運営されています。主な事業として、レクリエーション、軽スポーツ大会、職員文

化祭、日用品の斡旋等を実施しています。 
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１１ 公平委員会の業務の状況（措置要求、不服申立及び苦情処理） 

(1) 勤務条件に関する措置要求制度の概要と状況 

職員は、給与等の勤務条件に関して、当局が適切な措置を講ずるよう公平委員会に要求するこ

とができます。なお、箱根町では、公平委員会の行う業務を、神奈川県に委託しています。 

（令和4年度） 

令和4年度 

当初係属件数 

新規申立 

件数 

処理件数 令和4年度末 

係属件数 申立容認 棄却 却下 取下げ 計 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

(2) 不利益処分に関する不服申立制度の概要と状況 

職員は、懲戒その他その意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に不服の申し立てをす

ることができます。 

（令和4年度） 

令和4年度 

当初係属件数 

新規申立 

件数 

処理件数 
令和4年度末 

係属件数 処分取消 
処分容認 

（棄却） 
却下 取下げ 計 

1 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

(3) 苦情処理制度の概要 

職員は、平成17年4月から、任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般

に関する苦情の申し出及び相談を、公平委員会にすることができるようになりました。 

 

１２ 不祥事の防止に関する対策 

(1) 不祥事の防止に関する対策の実施状況 

 実施状況 

令和4年度 特になし 

令和3年度 特になし 

令和2年度 特になし 

 

(2) 内部公益通報の状況 

 件数 件名 

令和4年度 0 ― 

令和3年度 0 ― 

令和2年度 0 ― 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒250-0398 

神奈川県足柄下郡箱根町湯本 256 

箱根町総務部総務防災課 

電話：0460-85-9561（直通） 

FAX ：0460-85-7577 

E-mail：soumubousai@town.hakone.kanagawa.jp 

URL:http://www.town.hakone.kanagawa.jp 


